
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋号などの商標登録は重要です 

～商標は信用を貯めるお財布！～ 

 

屋号などの商標登録は重要です。長年使用し続けてきた愛着のある思いの

こもった屋号、店名や商品名などは商標登録しておきましょう。というお話

です。 

 

なぜなら、商標権は独占排他権で非常に強い権利だからです。 

この強い権利を他人が先に取得してしまえば自身の商品やサービスを販売／

提供する際に原則、屋号（商標）を使用できなくなるからです。もう少し正

確に言えば他人の商標権を侵害してしまう状態となり、最悪の場合、商品の

差止や損害賠償を請求されることもあり得ます。 

 

たとえば、商標権の取得には指定商品／役務 1区分なら約 4万円前後。これ

に対して屋号、看板や販売促進グッズを変更しようとすると権利取得以上に

費用がかかることも考えられます。 

金銭面だけでなく、屋号（商標）に蓄積されてきた信用、イメージなども場

合によっては大きなダメージを受けることにもなりかねません。最初からの

信用蓄積ともなれば大変です。 

 

以上の理由から、やはり商標登録は重要です。商標は使用を前提とした先願

主義を採用していますから 1 日でも早く出願した人に商標を取得する権利が

生じます。この名前（商標）で事業を開始すると決めた時点や名前に愛着を

感じ自分だけが使用したい／他人に使用されたくないと感じたら商標出願を

検討しましょう。 

商標は信用を貯めるお財布ともいわれます。長年使用し続けることで自身の

商品、サービスのブランド力を高めましょう。 

 

【ご参考】 

商標登録出願書面の書き方ガイド 検索           

 知財の広場 

木村誠治 （知財ナビゲーター） 


